
私
立
認
可
保
育
園

地
域
型（
小
規
模
）保
育
園

公
立
み
ら
い
こ
ど
も
園

天
久
み
ら
い
こ
ど
も
園

 

の
０
歳
〜
２
歳
児

対
象
児

市
内
在
住
の
月
齢
２
か
月
〜
満
5
歳（
２
０
１
６
年
４
月

１
日
生
ま
れ
）ま
で
の
乳
幼
児
、か
つ
保
護
者
の
い
ず
れ
も

が
表
の「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」に
当
て
は
ま
る
世
帯

受
付
期
間

２
０
２
０
年
12
月
１
日（
火
）〜
12
月
28
日（
月
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分（
土
日
祝
日
を
除
く
）

時
間
外
受
付

２
０
２
０
年
12
月
12
日（
土
）9
時
〜
12
時

２
０
２
０
年
12
月
27
日（
日
）9
時
〜
12
時

受
付
場
所

こ
ど
も
み
ら
い
課（
本
庁
３
階　
49
番
窓
口
）

※ 

期
間
を
過
ぎ
て
の
申
込
み
、
ま
た
は
書
類
に
不
備
が
あ
る

場
合
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

希
望
す
る
保
育
園
は
自
由
に
選
べ
ま
す
が
、
申
込
者
が
多

数
の
場
合
は
選
考
に
な
り
ま
す
。

※ 

２
０
２
０
年
10
月
15
日
ま
で
に
提
出
し
た
入
所
申
込
書
の

有
効
期
限
は
、
２
０
２
１
年
3
月
の
入
所
選
考
ま
で
と
な

り
ま
す
。
２
０
２
１
年
４
月
以
降
も
引
き
続
き
入
所
を
希

望
す
る
場
合
は
、
改
め
て
申
込
み
が
必
要
で
す
。

※ 

２
０
２
１
年
５
月
以
降
の
入
所
申
込
は
、
２
０
２
１
年
２

月
15
日（
月
）
か
ら
受
付
し
ま
す
。

公
立
・
公
私
連
携
認
定
こ
ど
も
園

天
久
み
ら
い
こ
ど
も
園
の
３
歳
〜
５
歳
児

大
道
み
ら
い
こ
ど
も
園
の
３
歳
〜
５
歳
児

公
立
幼
稚
園
か
ら
移
行
し
た
認
定
こ
ど
も
園
で
す
。

２
０
１
９
年
度
よ
り
全
て
の
公
立
幼
稚
園
が
認
定
こ
ど
も
園
に
な
り
ま
し
た
。

対
象
児

市
内
在
住
の
５
歳
児（
２
０
１
５
年
４
月
2
日
〜
２
０
１
６
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

市
内
在
住
の
４
歳
児（
２
０
１
６
年
４
月
２
日
〜
２
０
１
７
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

市
内
在
住
の
３
歳
児（
２
０
１
７
年
４
月
２
日
〜
２
０
１
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

受
付
期
間

２
０
２
０
年
11
月
10
日（
火
）〜
11
月
12
日（
木
）　
14
時
30
分
〜
16
時
30
分

受
付
場
所

各
こ
ど
も
園

定
員

５
歳
児
： 

30
名（
壺
屋
・
安
謝
・
垣
花
・
大
道
・
大
名
）

90
名（
古
蔵
・
仲
井
真
・
金
城
・
天
久
）

そ
の
他
は
60
名

４
歳
児
：
30
名（
天
久
は
60
名
、
安
謝
は
20
名
）  

３
歳
児
： 

20
名（
実
施
園
：
宇
栄
原
・
上
間
・
金
城
・
さ
つ
き
・

識
名
・
大
道
・
松
川
・
松
島
・
城
西
・
銘
苅
・
若
狭
）

（
天
久
の
み
30
名
）

※
定
員
を
超
え
る
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

※ 

校
区
外
の
児
童
に
つ
い
て
は
校
区
内
の
児
童
の
申
込
み
後
、
空
き
枠
が
出
た
場
合
の
み

２
０
２
０
年
11
月
24
日（
火
）・
25
日（
水
）・
26
日（
木
）
に
２
次
受
付
を
実
施
し
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
11
月
20
日（
金
）
ご
ろ
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

★ 

申
込
み
に
必
要
な
書
類
等
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
ど
も
み
ら
い
課
窓
口
、
各
支
所

ま
た
は
各
園
に
て
配
布
し
て
い
る「
入
園
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

私
立
認
定
こ
ど
も
園

私
立
認
定
こ
ど
も
園
は
私
立
保
育
園
か
ら
移
行
し
た

認
定
こ
ど
も
園
で
す
。
１
号
認
定
、
２・
３
号
認
定

に
よ
り
受
付
方
法
が
異
な
り
ま
す
。
右
記
表
に
て
、

認
定
区
分
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
１
号
認
定
】

対
象
児

市
内
在
住
の
２
０
２
１
年
４
月
１
日

時
点
で
満
３
〜
５
歳
児

受
付
期
間

各
こ
ど
も
園
へ
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
場
所

各
こ
ど
も
園

★ 

申
込
み
に
必
要
な
書
類
な
ど
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て

は
、
各
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
２・
３
号
認
定
】 

対
象
児

市
内
在
住
の
月
齢
２
か
月
〜
満
５
歳（
２
０
１
６
年

４
月
１
日
生
ま
れ
）
ま
で
の
乳
幼
児
、
か
つ
保
護
者

の
い
ず
れ
も
が
表
の「
保
育
を
必
要
と
す
る
事
由
」

に
当
て
は
ま
る
世
帯

受
付
期
間

２
０
２
０
年
12
月
１
日（
火
）〜
12
月
28
日（
月
）

受
付
場
所

こ
ど
も
み
ら
い
課

★ 
保
育
園
の
入
園
申
込
み
と
同
様
と
な
り
ま
す
。「
１ 

私

立
認
可
保
育
園
・
地
域
型（
小
規
模
）保
育
園　
公
立

み
ら
い
こ
ど
も
園
」
の
募
集
内
容
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

認
可
保
育
園
・

認
可
保
育
園
・

地
域
型
保
育
園

地
域
型
保
育
園

認
定
こ
ど
も
園

認
定
こ
ど
も
園

１

２

３ 保育の必要性

「 

保
育
を
必
要
と

す
る
事
由
」が
な
い

（
教
育
を
希
望
）

「 

保
育
を
必
要
と

す
る
事
由
」が
あ
る

（
保
育
と
教
育
を
希
望
）

年齢（令和3年4月1日時点） 3歳以上 3歳未満
支給認定 1号認定 2号認定 3号認定

私立幼稚園 ４へ ４へ ー

公立・公私連携認定こども園
天久・大道みらいこども園 ２へ ２へ ー

私立認定こども園 ３へ ３へ ３へ

公立みらいこども園
（旧 公立保育所） ー １へ １へ

私立認可保育園 ー １へ １へ

地域型保育園 ー ー １へ

ど
の
施
設
が

利
用
で
き
る
の
？

ど
の
施
設
が

利
用
で
き
る
の
？

ど
の
施
設
が

利
用
で
き
る
の
？

ど
の
施
設
が

利
用
で
き
る
の
？

問 

こ
ど
も
み
ら
い
課 
☎
８
６
１・６
９
０
３

お
子
さ
ん
が
利
用
可
能
な
施
設
を

ご
確
認
の
う
え
、
希
望
施
設
の

入
園
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

入
園
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

こ
ど
も
み
ら
い
課（
本
庁
3
階
）、
各
支
所
、各
公
立

み
ら
い
こ
ど
も
園
、
各
認
定
こ
ど
も
園
、
各
認
可
保

育
所
で
11
月
2
日（
月
）よ
り
配
布
開
始
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

入
園
案
内

入
園
案
内

令和３年度

保育を必要とする事由
□就労（月64時間以上）
□妊娠、出産
□保護者の疾病、障がい
□親族の介護、看護
□就学
□求職活動
□災害復旧
※ 詳しくは市ホームページを
ご確認ください。

４
月
４
月

〜
11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す
〜

１い

ち

８は

や

９く 

知
ら
せ
て
守
る

 

こ
ど
も
の
未
来

相
談
件
数
は
年
々
増
加

児
童
虐
待
相
談
件
数
は
毎
年
増
加
し
、
令
和
元
年
度
に

沖
縄
県
内
の
児
童
相
談
所
で
対
応
し
た
児
童
虐
待
相
談
件

数
は
１
６
０
７
件
と
な
り
、
平
成
31
年
度
の
１
１
０
０
件

よ
り
も
５
０
７
件
増
加
し
約
１・４
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。

那
覇
市
の
現
状

市
が
対
応
し
た
児
童
虐
待
相
談
件
数

は
、
平
成
30
年
度
２
９
２
件
、
令
和
元
年

度
４
９
２
件（
前
年
度
比
約
１・６
倍
）で
す
。

虐
待
種
別
は
、保
護
の
怠
慢
・
拒
否（
ネ
グ

レ
ク
ト
）が
最
も
多
く
、
沖
縄
県
の
虐
待
種

別
と
同
様
の
内
訳
と
な
っ
て
い
ま
す
。

保
護
の
怠
慢
・
拒
否（
ネ
グ
レ
ク
ト
）に

は
、
家
に
閉
じ
込
め
る
、
食
事
を
与
え
な

い
、ひ
ど
く
不
潔
に
す
る
、自
動
車
の
中
に
放
置
す
る
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

特
に
保
護
者
が
児
童
に
必
要
と
さ
れ
る
医
療
を
受
け
さ
せ
な
い
医
療
ネ
グ

レ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
生
命
・
身
体
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
決
し
て
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

よ
り
良
い
支
援
の
た
め
に

児
童
虐
待
は
、
保
護
者
の
子
育
て
に
対
す
る
不
安
や
孤
立
感
を
解
消
す

る
た
め
の
支
援
な
ど
、
そ
の
発
生
予
防
が
特
に
重
要
で
す
。
子
ど
も
た
ち

を
虐
待
か
ら
救
う
に
は
、
日
常
の
ち
ょ
っ
と
し
た
場
面
で
の
、
近
く
の
人

の
目
配
り
や
気
配
り
が
と
て
も
大
切
で
す
。
子
ど
も
や
保
護
者
の
様
子
か

ら「
お
か
し
い
」
と
感
じ
て
も
、
相
談
機
関
へ
連
絡
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ

れ
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、連
絡
し
た
結
果
、虐
待
で
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
行
政
や
関
係
機
関
が
関
わ
る
こ
と
で
、
育
児
で
悩
ん
で
い

る
保
護
者
を
救
う
こ
と
が
で
き
た
事
例
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

ご
近
所
の
み
な
さ
ん
が
気
に
か
け
る
こ
と
で
、
困
っ
て
い
る
世
帯
を
今

の
状
況
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
少
し
で
も
気
に
な
る
子
ど
も
や
保

護
者
を
見
つ
け
ま
し
た
ら
、
相
談
機
関
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

保護の怠慢・
拒否（ネグレクト）
　　187件
　　（38％）

心理的虐待 159件
（32％）

令和元年
那覇市

虐待種別内訳

身体的虐待
 137件
 （28％）

492件

性的虐待9件 
 （2％）

ら・ら・らステーションら・ら・らステーション
（那覇市子育て世代包括支援センター）

生まれてくる子どもたちが健やかに成長できる
よう、妊娠から就学前までの子育てを支援しま
す。子育てのことで気になることや困ったこと
がありましたら、お気軽にご相談ください。

私
立
幼
稚
園

対
象
児

満
３
歳
〜
５
歳
に
な
る
幼
児

受
付
期
間

２
０
２
０
年
10
月
よ
り
各
私
立
幼
稚
園
に
て

随
時
募
集
中

入
園
手
続
き

「
募
集
要
項
」な
ど
は
各
私
立
幼
稚
園
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

発
達
に
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
の
申
込
み

対
象
児（
以
下
の
２
点
を
満
た
す
こ
と
）

①
保
育
所
入
所
要
件
に
該
当
す
る
世
帯

② 

療
育
手
帳
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、

通
所
受
給
者
証
な
ど
を
取
得
し
て
い
る
児
童
、
そ
の
他（
医

師
の
診
断
書
な
ど
）

※ 

医
療
的
介
護
な
ど
が
必
要
な
お
子
さ
ん
は
入
園
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※ 

入
所
内
定
後
に
再
度
、
入
所
す
る
保
育
園
で
も
面
接
が
あ
り
ま

す
。

※ 

必
ず
し
も
希
望
の
保
育
園
に
入
所
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

【
私
立
幼
稚
園
１
号
】【
公
立
・
公
私
連
携
認
定
こ
ど
も
園
１
・

２
号
】【
私
立
認
定
こ
ど
も
園
１
号
】で
申
込
み
さ
れ
る
場
合
、

各
園
で
の
受
付
と
な
り
ま
す
。
受
付
期
間
は
、
直
接
各
園
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
私
立
認
定
こ
ど
も
園
２・３
号
】【
公
立
み
ら
い
こ
ど
も
園

２・３
号
】【
私
立
認
可
保
育
園
２・３
号
】【
地
域
型（
小
規
模
）

保
育
園
３
号
】で
申
込
さ
れ
る
場
合
、
受
付
期
間
や
受
付
場

所
は
左
記
の
通
り
で
す
。

受
付
期
間

11
月
２
日（
月
）〜
随
時
受
付　
※
要
予
約

■
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
予
約

24
時
間
受
付
し
て
い
ま
す
が
、
予
約
の

調
整
は
左
記
の
時
間
帯
に
行
い
ま
す
。

９
時
〜
16
時（
土
日
祝
日
を
除
く
）

■
電
話
で
の
予
約

８
時
30
分
〜
17
時
15
分（
土
日
祝
日
を
除
く
）

受
付
場
所

こ
ど
も
み
ら
い
課

ら
・
ら
・
ら
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
本
庁
３
階　
48
番
）

※ 

申
込
み
の
際
、
保
育
士
資
格
を

持
っ
た
職
員
が
お
子
さ
ん
の
面
談

を
行
い
ま
す
の
で
必
ず
お
子
さ
ん

も
ご
一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

４

＊

ど
の
施
設
が

利
用
で
き
る
の
？

児
童
虐
待
に
関
す
る
連
絡（
通
告
）・相
談
先

■
那
覇
市
子
ど
も
虐
待
相
談
電
話

☎
８
６
２・０
５
９
３

（ 

子
育
て
応
援
課 

子
育
て
支
援
室

月
〜
金　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）

■
こ
ど
も
虐
待
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
８
８
６・
２
９
０
０

（
沖
縄
県
中
央
児
童
相
談
所 

24
時
間
対
応
）

■
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
１
８
９（
い
ち
・
は
や
・
く
）

子
育
て
の
悩
み

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で

し
つ
け
・
遊
び
・
こ
こ
ろ
・

か
ら
だ
・
性
格
・
学
校
生
活

な
ど
、
様
々
な
相
談
に
応
じ

ま
す
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
子
育
て
支
援
室

☎
８
６
１・５
０
２
６

たとえば、こんなとき――
・初めての妊娠、なにもかも不安
・里帰りするけど、何か手続き必要？
・ 妊娠、産後、子育てしながら
イライラしたり、涙が出る

・出産前の準備これでいいかな？
・子どもの体重相談したい

那覇市保健所 2階 地域保健課（2番窓口）
［受付時間］8時30分～17時（土日祝・年末年始除く）
☎853-7962

たとえば、こんなとき――
・就学前の子育てのお悩み相談
・一時預かりの利用について知りたい
・親子で遊べる場所を知りたい
・子育て仲間が欲しい
・子どもの発達が気になる
・LINEで相談もできます

那覇市役所 3階 こどもみらい課（48番窓口）
［受付時間］8時30分～17時（土日祝・年末年始除く）
☎863-0777

妊娠・出産・産後の相談なら…
 母子保健コーディネーター（保健師）

子育ての相談なら…
 利用者支援専門員（保育士）
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安心して子育てができるよう、
  連携します。

電話での相談も受け付けています！
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「広報なは市民の友」への広告を募集中。問い合わせ先　（株）ホープ ☎092-716-1401
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